
社会福祉法人喜寿会行動計画 

 

 

 職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

 

１． 計画期間 平成 31年 4月 1日～令和 6年 3月 31日までの 5年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成 31年 4月～所定外労働の現状を把握 

●令和 元年 ６月～法人検討委員会での協議開始 

●令和 元年 ８月～残業デーの実施 

           管理職への研修及び社員への周知 

             

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成 31年 4月～年次有給休暇の取得状況について実態を把握 

 ●平成３１年 4月～各部署において有給休暇の取得計画策定に向けた 

管理職研修の実施 

 ●令和 元年 5月～各部署において有休休暇取得計画を策定 

 

 

目標１：令和元年 9月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、

実施する。 

 

目標２：令和６年３月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり      

平均年間 10日以上とする。 

 

 

 



モデル計画 H：地域等に対する次世代育成支援対策を行いたい会社 

 

         行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境を整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日までの  年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成  年  月～ 受け入れ体制について検討開始 

●平成  年  月～ 受け入れを行う工場や部署への説明及び体制作り 

●平成  年  月～ 関係行政機関、学校との連携 

●平成  年  月～ 社員への周知及び市区町村広報誌などによる取組の周知 

●平成  年  月～ 工場見学及びインターンシップの受け入れ開始 

   

 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●平成  年  月～ 検討会の設置 

 ●平成  年  月～ 社内広報誌などによる社員への参観日実施についての周知 

 ●平成  年  月～ 参観日の実施、社員へのアンケート調査、次回に向けての検討 

 

目標１：地域の子どもの工場見学及び若者のインターンシップの受け入れを行う。 

 

目標２：子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見ることができる

「子ども参観日」を平成  年  月までに実施する。 

 

 

 



モデル計画 I：「両立指標」を使って目標設定等を行う会社 

 

         行動計画 

 

 社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境を整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。 

 

１．計画期間 平成  年  月  日～平成  年  月  日までの  年間 

 

２．内容 

 

 

 

＜対策１：子が３歳になるまで育児休業を取得できる制度を平成  年  月までに導入

する＞ 

 ●平成  年  月～ 労働者の具体的なニーズを調査、制度の検討開始 

●平成  年  月～ 新制度についての管理職を対象とした研修を  回実施 

●平成  年  月～ 社内広報誌を活用した周知・啓発の実施 

 

＜対策２：育児休業後に社員が復帰しやすくするため、休業中の社員に資料送付等による

情報提供を行う制度を平成  年  月までに導入する＞ 

 ●平成  年  月～ 新制度についての管理職を対象とした研修を年  回実施 

 ●平成  年  月～ 社内広報誌を活用した周知・啓発の実施 

 

〈対策３：育児休業をした社員を対象とする教育訓練制度を平成  年  月までに導入

する〉 

 ●平成  年  月～ 労働者の具体的なニーズを調査、制度の検討開始 

●平成  年  月～ 新制度についての管理職を対象とした研修を  回実施 

●平成  年  月～ 社内広報誌を活用した周知・啓発の実施 

 

  

目標：現在、両立指標で「両立支援（休業）」の分野が△△点となっており低いため、 

    以下の対策を行い、○○点以上になるようにする。 


